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佐久市特定健康診査等実施計画 

序章 計画の概要 

 

１ 特定健康診査・特定保健指導の背景及び趣旨 

わが国では、国民皆保険制度のもと、誰もが安心して医療を受けることができる医療体

制が確立され、質の高い保健・医療サービスが提供されてきました。しかしながら、急速

な少子高齢化、国民生活や意識の変化などにより疾病構造が変化し、高血圧症、脂質異常

症、糖尿病等の生活習慣病（以下「生活習慣病」とします。）が年々増加しています。死

亡原因でも生活習慣病が約 6割を占め、国民医療費を押し上げる要因の一つとなっていま

す。 

このままでは国民皆保険制度を維持することは困難であり、医療制度を将来にわたり持

続可能なものにしていくためには、その構造改革が急務となっています。 

こうした中、平成 20 年度より、生活習慣病の予防及び医療費の抑制に資するため、特

定健康診査・特定保健指導の実施が、「高齢者の医療の確保に関する法律」（以下「法」と

します。）により、各保険者に義務付けられました。 

本市におきましても、国の「特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図

るための基本的な指針」（法第 18 条）に基づき、「佐久市特定健康診査等実施計画（第 1

期平成 20～24 年度）」（法第 19 条）を策定し、生活習慣病の予防、早期発見、早期治療、

重症化予防等の取り組みを推進してきました。 

現在、制度施行から 4 年が経過しましたが、平成 23 年度の特定健康診査・特定保健指

導の受診率は、それぞれ 33.4%、37.4%と、平成 24年度の目標値である 65%、45%には及ば

ない状況です。 

生活習慣病の予防対策を推進するためには、「自分の健康は自分でつくる」との考えか

ら、一人ひとりが主体的に健診を受け、自らの健康状態を把握し、健康づくりに関する意

識の向上を図ることが必要です。 

第 2期実施計画は、第 1期における特定健康診査及び特定保健指導の実施結果等を踏ま

え、計画の見直しを行い、特定健康診査・特定保健指導の受診率の向上を図るとともに、

生活習慣病の予防対策を更に推進して健康づくりの気運を高め、市民が胸を張って誇れる

「世界最高健康都市・佐久」の実現を目指して策定するものです。 

 

 

２ 計画の性格 

 本計画は、法第 18 条の特定健康診査等基本指針に基づき、佐久市が策定する計画であ

り、第一次佐久市総合計画及び佐久市健康づくり 21計画と十分な整合性を図るものです。 
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３ 計画の期間 

 第２期の計画期間は、平成 25年度から平成 29年度とします。 

 

 

４ 佐久市国民健康保険における現状 

（１） 特定健康診査の対象者 

    佐久市の人口は、平成 23年度末現在で 100,496人、このうち国民健康保 

険の被保険者は、26,614人です。（図 1参照） 

 このうち、特定健康診査及び特定保健指導の対象者となる 40歳以上 75歳未満の

被保険者数は、17,307人で、国保加入者全体の 65%を占めています。 

<図 1> 佐久市の人口と国保被保険者           

（各年度末現在） 
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（２） 特定健康診査の状況 

  ア．受診率 

     平成 20年度 30.1％、平成 21年度 30.1%、平成 22年度 32.3%、平成 23年度 33.4%

と微増しています。（表 1参照） 

 

<表 1> 特定健康診査受診率 

 

 

 

 

 

 

<表 2> 特定健康診査受診者内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誕生月健診 2,256 44% 2,238 43% 2,398 43% 2,482 43%

地域集団健診 1,722 33% 1,674 32% 1,820 32% 1,744 30%

人間ドック 1,048 20% 1,167 23% 1,154 21% 1,202 21%

市補助 137 3% 121 2% 109 2% 86 3%

結果書 0 0% 0 0% 130 2% 267 5%

職場健診 0 0% 0 0% 0 0% 4 0.1%

30.1 30.1 32.3 33.4受診率（％）
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イ．受診者の傾向 

     平成 23 年度の受診状況を男女別にみると、男性の受診率は 30.5％、女性の受

診率は、36.3％となっていて、女性が男性より 5.8％上回っております。 

年代別では男女ともに、40歳代～50歳代の受診率が低く、また平成 20年度と

比べると男女ともに 70～74歳の層で受診率の増加幅が大きくなっています。（図

3参照） 

 

<図 3-1>【年齢階級別受診率：男性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<図 3-2>【年齢階級別受診率：女性】 
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ウ．特定健診結果の状況 

（ア）内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）該当者・予備群状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

<図 4> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）保健指導判定値以上者の状況 

   特定健康診査結果状況から、生活習慣病のリスクとして関連する項目を国の定める

保健指導判定値以上を基準として、受診者に占める割合をまとめました。（表 4・図 5

参照） 

 

保健指導判定値基準 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

健診結果では、 

該当者は県平均より下回っているが増加傾向。 

予備群は県平均より上回っているが減少傾向。 

（表 3・図 4参照） 

男性においては、腹囲・ＬＤＬ・空腹時血糖値が県平均より高い状況です。 

女性においては、県平均よりＬＤＬ・空腹時血糖値が高い状況です。 

 

●　メタボリックシンドローム判定基準　　（2005）　（8学会基準）

１．内臓脂肪の蓄積状況を確認　

２．追加リスクを確認

３．判定

追加リスク①～③のうち

２項目以上当てはまる
⇒

メタボリックシンドローム
基準該当

追加リスク①～③のうち

１項目当てはまる
⇒

メタボリックシンドローム
予備群該当

追加リスク①～③のうち

いずれにも当てはまらない
⇒ 非該当

＋
追加リスク①～③にも当ては

まっても
⇒ 非該当

空腹時血糖　　110ｍｇ/ｄｌ以上又は
ＨｂＡ１ｃ　　5.5％以上

中性脂肪　150ｍｇ/ｄｌ以上又は
ＨＤＬコレステロール　40ｍｇ/ｄｌ未満

収縮期血圧　130mmHg以上又は
拡張期血圧　　85mmHg以上

腹囲
（ウェスト周囲径）

＋

①血糖　⇒

②脂質　⇒

③血圧　⇒

男性 ８５cm以上

女性 ９０cm以上
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 <表 4-1> 保健指導判定値以上者の割合【男性】 

 

 

 

 

 

<図 5-1> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 <表 4-2> 保健指導判定値以上者の割合【女性】 

 

 

 

 

 

 <図 5-2> 
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（ウ） 慢性腎臓病（ＣＫＤ） 
 

 佐久市は健診項目で早期の段階の腎機能低下を発見することができる、血清クレアチニ

ン検査を導入しています。その数値から腎臓の機能の状態がわかる eＧＦＲ（推算糸球体

ろ過量）を算出することができます。ＧＦＲ（糸球体ろ過量）は、推計値によって 5つの

ステージに区分されます。 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

<表 5> 慢性腎臓病該当者の状況 [重症度分類] (平成 23年度健診データより) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23 年度の受診者（ハイツデータより）のうち、腎機能が軽度低下となる値、eＧＦ

Ｒ60 未満対象者（表 5 参照）は、健診受診者の 17.9％となっています。ＣＫＤガイ

ドライン 2012によると日本の成人人口の約 9.7％，1,003万人が eＧＦＲ60未満と推

定される状況の中、国の状況を上回る現状です。（平成 23 年度厚生労働省 CKD の早

期発見・予防・治療標準化・進展阻止に関する研究班より） 

＜ＣＫＤの定義＞ 

① 尿異常、画像診断、血液、病理で腎障害の存在が明らか。特に 0.15g/gCr 以上の 

蛋白尿（30ｍg/gCr 以上のアルブミン尿）の存在が重要。 

② ＧＦＲ＜60ｍＬ/分/1.73 ㎡ 

①・②のいずれか、または両方が３ヵ月以上持続する 
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<表 6> 慢性腎臓病新重症度分類（日本腎臓学会「ＣＫＤ診療ガイド 2012」より引用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脳血管疾患と心疾患を含む循環器疾患は、がんと並んで日本人の主要死因・高額

医療の大きな割合を占めています。循環器疾患の予防は基本的には危険因子の管理

であり、危険因子としては、「高血圧」「脂質異常症」「喫煙」「糖尿病」の 4つです。

佐久市は、「脂質異常症」「糖尿病」の危険因子が高くなっている状況から、改善を

図っていくことが必要です。また慢性腎臓病（CKD）の発症リスクファクターに

は、高血圧、高尿酸血症、糖尿病、耐糖能異常、脂質代謝異常症、肥満及びメ

タボリックシンドロームなどの「腎臓をいためる因子」が関与している現状が

あります。このようなことから、血糖、高脂血症の予防を中心とした対策の必要性

が再認識されます。 



- 10 - 

 

（３） 特定保健指導の状況 

 ア．実施率 

平成 20年度 18.3％、平成 21年度 31.1％、平成 22年度 35.4％、平成 23年度 37.4％

と年々増加していますが、第１期計画に設定した目標実施率には達していない状況で

す。（表 7参照） 

<表 7> ① 特定保健指導実施率 

 

 

 

 

 

 

<表 8> ② 特定保健指導対象者の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Ｎo.26：前年度特定保健指導対象者の方が次年度対象者にならない率（減少率）は、

年々増加しています。 

※Ｎo.29：前年度特定保健指導を利用し、特定保健指導対象者にならない率（減少率）

は、年々増加しています。 

※Ｎo.44：特定保健指導対象者数は年々減少しているが、新規特定保健指導対象者は、

毎年 150人前後となっています。 
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<表 9> ③ 平成 23年度健診別特定保健指導の状況                  

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域集団健診の積極的が 64.8％、動機付けが 82.8％で保健指導実施率が高くなっ

ています。これは、結果報告会にて初回面接を実施しているためと考えます。 

誕生月健診は積極的が 11.4％、動機付けが 24.7％です。誕生月健診は結果を医療

機関から直接渡す形をとっており、保健指導は別日での実施となるため、指導につな

がりにくい状況です。健診実施医療機関への働きかけ、および市民への利用促進の周

知も更に必要と考えます。 
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（４） 医療費の状況について 

平成 23年度の医療費総額は、73億 5,199 万円余でした。平成 22 年度は 69億 4,938 万

円余でしたので、前年度の 22 年度との比較では金額では約 4 億 261 万円の増となり、率

では 5.79ポイントのプラスとなっています。（図 6-1参照） 

また、平成 23 年度一人当たりの医療費は、27万 3,586円でした。平成 22 年度は 25万

5,887円でしたので、前年度の 22年度に比べて 17,699円の増となり、率では 6.92ポイン

トのプラスとなっています。（図 6-2参照） 

特定健診・特定保健指導が始まった平成 20 年度からみても、医療費総額・一人当たり

医療費ともに年々増加しています。 

 

<図 6-1>【医療費総額の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<図 6-2>【一人当たり医療費の推移】 
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（５）レセプトから見る生活習慣病について  
（平成 23年 5月診療分：健診保健指導に関する参考資料 長野県国保連合会より） 

 

ア． 受診者数に占める生活習慣病の割合 

生活習慣病をクローズアップして疾病の状況をみると、佐久市の疾病別レセプ

ト件数の構成比は合計で 48.5％であり、19市や県の構成比を下回っています。

（表 10参照） 

 

<表 10> 受診者数に占める生活習慣病の割合 （0歳～74歳） 

 

 

 

 

 

 

 

イ．疾病別レセプト件数の構成率 

疾病別レセプト件数の生活習慣病の疾病構成率をみると、受診件数が多い疾病

は高血圧症、高脂血症、糖尿病の順です。（表 11・図 7参照） 

 

  <表 11> 疾病別レセプト件数の構成率  （0歳～74歳） 

 

 

 

 

 

 <図 7> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 14 - 

 

ウ．生活習慣病医療費について 

    各年代別総医療費における生活習慣病医療費の割合を示しています。女性は、 

年代が上がるにつれて生活習慣病医療費が増加する傾向です。男性は、40代以上の

すべての年代で生活習慣病医療費が約 5 割を占めています。このような結果から、

若い世代からの予防対策が必要と考えられます。（図 8参照） 

 

<図 8> 各年代の男女別生活習慣病医療費の割合（経年） 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※被保険者数は、当該年 5月末日現在の数値を使用しています。 

※受診者数は、病類統計データより（別紙）生活習慣病医療費 該当コード表に該当する

コードを持つデータを抽出しています。 

※病類統計データでは、1件のデータにつき、最大 10の病類コードを持つことから、1つ

でも該当するコードがあるデータを全て抽出しています。 
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エ．佐久市の人工透析患者の状況 

平成24年度人工透析を受けている方は77名おり、1ヵ月当たり医療費は約43,050

千円、一人当たりの平均医療費は月 55 万円です。そのうち糖尿病を原因疾患とす

る者は、41 人と 53％を占めています。新規導入者は年々増加し、平成 24 年で 20

人、うち 10人が糖尿病性です。（図 9・図 10参照） 

  

<図 9> 慢性人工透析患者の推移          <図 10> 新規導入者の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23 年  6 名×600 万＝3,600 万 

平成 24 年  20 名×550万＝1 億 1,000 万 

※平成 23、24 年 新規透析者のみで年間 1 億 4,400 万 

このまま透析患者が増え続けると医療費が増加 
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第１章 達成しようとする目標 

 

１ 目標の設定 

 特定健康診査等基本指針で示されました参酌目標をもとに、佐久市国民健康保険におけ

る特定健康診査及び特定保健指導の目標実施率を以下のとおり設定しました。（表 12参照） 

 

<表 12> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 特定健康診査等の対象者数 

 

 第１章で示した特定健康診査受診率・特定保健指導実施率の目標数値を達成するための

各項目の対象者数及び受診予定者数・実施予定者数は次のとおり推計します。（表 13参照） 

 

  <表 13-1> 各年度の特定健康診査 対象者数及び受診予定者数（推計） 

 

 

 

 

 

 <表 13-2> 各年度の特定保健指導 対象者数及び実施予定者数（推計） 
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第３章 特定健康診査等の実施方法 

１ 特定健康診査 

（１） 特定健康診査の基本的な考え方 

 特定健康診査は、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防することを目

的として、メタボリックシンドロームに着目し、該当者及び予備群を減少させ

るための特定保健指導を必要とするものを的確に抽出するために行います。 

 

（２） 実施場所 

ア．集団健診は、市内公共施設等を利用して巡回で行い、委託契約を結んだ健診

機関（以下「健診委託機関」という）において実施します。 

イ．個別健診は、佐久医師会及び市立国保浅間総合病院において実施します。 

 

 

（３） 実施項目 

実施項目は、原則として「標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）」（平

成 19 年 4 月厚生労働省健康局）第 2 編第 2 章に記載されている項目に、市が

独自に必要と認める項目を加えます。（図 12参照） 
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<図 12> ア．基本的な健診項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○・・・必須項目 

（○）・・・健診結果及び医師の判断より実施する項目 

（●）・・・他の必須項目とセットとなっており、併せて結果が出る項目 
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イ．詳細な健診の項目 

一定の基準の下、医師が必要と判断したものを選択 

ア） 眼底検査 

      前年の健診結果等において、①血糖、②脂質、③血圧、④腹囲等の全ての 

項目について判定基準（※）に該当した者 

    （※）判定基準 

    ①血糖  空腹時血糖 100㎎/dl以上 又は HｂA１c 5.2％以上 

    ②脂質  中性脂肪 150㎎/dl以上 又は ＨＤＬコレステロール 40㎎/dl未満 

    ③血圧  収縮期血圧 130㎜ Hg以上 又は 拡張期血圧 85㎜ Hg以上 

    ④腹囲等 腹囲が 85㎝以上（男性）、90㎝以上（女性）（内臓脂肪面積の測定が 

できる場合は、内臓脂肪面積が 100㎠以上）又は BMIが 25以上 

 

（４） 実施時期 

ア．集団健診は、市が指定する期日とします。 

イ．個別健診は、年度の 4月下旪から 2月下旪までとし、期日は当該年度におい

て市が定めます。 

 

（５） 委託先 

ア．集団健診は、健診委託機関等へ委託します。 

イ．個別健診は、佐久医師会及び市立国保浅間総合病院へ委託します。 

  

（６）周知案内方法 

集団健診、個別健診とも、個人ごとに受診券を送付し、特定健康診査の実施を

周知します。また、市広報及び市ホームページ等に掲載し周知を図ります。さら

に、受診期間内において期日を区切り未受診者を把握し、個別に受診勧奨を行い

ます。その他、各種チラシ、ポスターの掲示、ＦＭさくだいら・佐久ケーブルテ

レビへの出演、特定健康診査受診促進キャンペーンの実施等により健診の必要性

について啓発を図ります。 

 

（７） 受診方法 

ア．集団健診は、市が指定した期日・場所に受診券及び保険証を持参の上受診し

ます。受診者は、受診料の一部負担金（市が別に定めます）を健診委託機関に

支払います。 

イ．個別健診は、予約した健診委託機関に受診券及び保険証を持参の上受診しま

す。受診者は、受診料の一部負担金（市が別に定めます）を健診委託機関に支

払います。 
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（８） 結果報告及び情報提供 

ア．集団健診は、市が、健診委託機関から受診者個人ごとの結果通知書を受領後、

別途結果報告会を開催し、受診者本人に通知します。また、その場において、

対象者ごとに健診結果等についての説明も行います。 

イ．個別健診は、健診結果入力委託機関が結果通知書を作成し、健診実施医療機

関に送付します。健診実施医療機関は、受診者本人に結果を通知します。また、

その場において情報提供も行います。 

 

（９） 他の健診・検査結果書による健診データの提供 

ア．特定健康診査の対象者が、労働安全衛生法に定める事業主健診又は、人間ド

ック等（以下「事業主健診等」という。）を受診した場合、その受診内容が特

定健康診査に相当する場合は、事業主健診等の結果等のデータを受診者本人又

は事業主健診実施機関等から提供してもらうことができるものとします。 

イ. 特定健康診査の対象者が市内の医療機関に通院し、診察で特定健康診査の検

査項目を全て実施し、その健診データ等を医師が証明し、データ提供を受診者

本人が承諾した場合、受診者本人、又は医療機関から健診結果データを提供し

てもらうことができるものとします。 

 

（10） 特定健康診査データの保管及び管理方法 

集団健診は、特定健康診査を受託した健診機関が、個別健診では、健診結果入

力委託機関が、健診に関する全てのデータを、帳票と電子媒体により佐久市に納

品し、佐久市が国の定める電子的標準様式（以下「標準様式」という。）により、

長野県国民健康保険団体連合会（以下「国保連」という。）へ提出します。 

特定健康診査に関するデータは、原則 5年間保存とし、標準様式によるデータ

は国保連に管理及び保管を委託するとともに、特定健康診査に関する全てのデー

タは佐久市が管理・保管します。 

 

２ 特定保健指導 

（１） 実施場所 

     佐久市が指定する市内施設等において実施します。 

 

（２） 実施内容 

     特定保健指導は、佐久市国民健康保険の被保険者に対して特定健康診査の健診

結果を判定し、特定保健指導の必要性（生活習慣リスク・年齢）に応じた階層化

によって「動機付け支援」「積極的支援」の対象者を抽出し実施します。これら

の保健指導が目指すところは、対象者の行動変容とセルフケア（自己管理）がで

きるようになるところです。 
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ア．「動機付け支援」 

（ア）対象者 

     健診結果・質問票から、生活習慣の改善が必要と判断された者で、生活習慣を

変えるにあたって、意志決定の支援が必要な者。 

（イ）支援頻度・期間 

     原則 1回の支援とします。 

     面接（個別面接 20分以上、又はグループ支援 80分以上）による支援と面接又

は通信等を利用した 6ヶ月後の評価。 

イ．「積極的支援」 

（ア）対象者 

    健診結果・質問票から、生活習慣の改善が必要と判断された者で、そのため専門

職による継続的できめ細やかな支援が必要な者。 

（イ）支援頻度・期間 

     3ヶ月以上継続的に支援します。 

     面接（個別面接 20分以上、又はグループ支援 80分以上）による支援と面接又

は通信等を利用した 3ヶ月以上の継続的な支援及び 6ヶ月後の評価。 

 

（３） 実施期間 

     年間を通して実施します。 

 

（４） 委託の有無 

     特定保健指導は、佐久市が直接実施します。 

     また、特定保健指導の実施を委託する場合には、特定保健指導委託機関基準に

掲げる基準を満たす者とします。 

 

（５） 周知案内方法 

     「動機付け支援」及び「積極的支援」は情報提供の際に、個人ごとに予約券を

配布し、特定健診保健指導の実施を周知します。なお、市広報及びインターネッ

トによる市ホームページ等に掲載し周知を図ります。 

     また、未実施者を把握し、個別に特定保健指導利用勧奨を受けるよう促します。

その他、各種チラシ、ポスター等により特定保健指導の必要性について意識の啓

発を図ります。 

 

（６） 特定保健指導を受ける方法 

     特定保健指導に係る本人負担は無料とします。 

「動機付け支援」及び「積極的支援」 

    指定された期間内に指定された場所で、特定保健指導を受けます。 
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（７） 特定保健指導データの保管および管理方法 

     特定保健指導データは、集団健診、個別健診とも、佐久市が国の定める「標準

様式」により、国保連へ提出します。 

     特定保健指導に関するデータは、原則 5年間保存とし、標準様式によるデータ

は国保連に管理及び保管を委託するとともに、特定保健指導に関する全てのデー

タは佐久市が管理します。 

 

（８） 特定保健指導対象者の選出（重点化）方法 

     特定保健指導は、原則としてすべての対象者に実施することとします。 

    但し、対象者が当初予定を超えるような場合については、予防効果が多く期待で

きる層を優先的に実施するという観点から、以下の基準に基づき対象者選定を行

うものとします。 

ア．年齢が若い対象者を優先します。 

イ．健診結果が前年度と比較して悪化し、健診結果の保健指導レベルが前年度より高

くなり、より緻密な保健指導を必要とする者を優先します。 

ウ．質問票の回答により、生活習慣改善の必要性が高いと認められた者を優先します。 

エ．前年度、積極的支援又は動機付け支援の対象者でありながら、保健指導を受けな

かった者を優先します。 

 

 

 

第４章 個人情報の保護 

 

 個人情報の取扱に関しては、佐久市個人情報保護条例及び、個人情報保護法に基づき厚 

生労働省で定める「国民健康保険組合における個人情報の適切な取扱のためのガイドライ 

ン」に基づいて行います。 

 また、ガイドラインにおける役員・職員の義務（データの正確性の確保、漏えい防止措 

置、従業員の監督、委託先の監督）について周知を図ります。 

 特定健診・特定保健指導を外部に委託する際は、個人情報の厳重な管理や、目的外使用 

の禁止等を契約書に定めるとともに、業務委託終了後も同様である旨の周知を図ります。 
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第５章 特定健康診査等実施計画の公表・周知 

 

法第 19条 3において「保険者は、特定健康診査等実施計画を定め、又はこれを変更し

たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。」と定められていることから特定

健康診査等実施計画を市広報及び佐久市ホームページに掲載します。 

 

 

 

第６章 特定健康診査等実施計画の評価及び見直し 

 

 評価は、「特定健康診査・特定保健指導」の成果について行うものであり、有病者や予

備群の数、生活習慣病関連の医療費の推移などが評価項目となります。 

 なお、成果が数値データとして現れるのは数年後になることが想定されるため、健診結

果や生活習慣の改善状況など、短期間で評価ができる事項についても評価を行っていきま

す。 

 また、保険運営の健全化の観点から、必要に応じて、佐久市国民健康保険運営協議会に

報告します。 

 

 

 

第７章 その他 

 

 特定健康診査の実施にあたっては、市で実施する各種がん検診等、市民の利便性を考慮

しながら実施することとします。 

 また、佐久市国民健康保険被保険者の非該当者等に対しての特定健康診査及び特定保健

指導については、今後の各保険者の状況等を考慮しつつ対応を検討するものとします。 

 なお、各年度の実施計画については、本実施計画に基づき、各年度の当初において具体

的な実施期間、実施場所、委託内容等の実施方法及び関係書類の様式を別途策定するもの

とします。 

 

 

 

 

 


